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 予 R02-17 
配点：３ 

  次のアからオまでの各記述のうち、正しいものには１を、誤っているも

のには２を選びなさい。 

  ア．司法警察員は、司法巡査が逮捕した被疑者を受け取ったときは、直

ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた

上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは、直ちに

これを釈放しなければならない。 

  イ．司法警察員は、司法巡査が逮捕した被疑者を受け取ったときは、直

ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた

上、弁解の機会を与え、留置の必要があると思料するときは、被疑者

を受け取った時から４８時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検

察官に送致する手続をしなければならない。 

  ウ．検察官は、司法警察員が逮捕し送致した被疑者を受け取ったとき

は、弁解の機会を与え、留置の必要があると思料するときは、被疑者

を受け取った時から４８時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しな

ければならない。 

  エ．検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに犯罪事実

の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会

を与え、留置の必要があると思料するときは、被疑者が身体を拘束さ

れた時から２４時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければな

らない。 

  オ．検察官は、被疑者が勾留された事件について、被疑者が身体を拘束

された日から１０日以内に公訴を提起しないときは、勾留の期間が延

長された場合を除き、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 
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ア 〇 
202 条は、「検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したと

きは、直ちに、検察事務官はこれを検察官に、司法巡査はこれを司法警察

員に引致しなければならない」と規定する。そして、203 条１項は「司法警

察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕され

た被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任す

ることができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思

料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被

疑者が身体を拘束された時から 48 時間以内に書類及び証拠物とともにこれ

を検察官に送致する手続をしなければならない」と規定する。 

イ × 
肢アの解説のとおり、203 条１項は、「司法警察員は、逮捕状により被疑

者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったとき

は、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた

上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを

釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時

から 48 時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続を

しなければならない」と規定する。 

ウ × 
205 条１項は、「検察官は、第 203 条の規定により送致された被疑者を受

け取ったときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは

直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取

った時から 24 時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならな

い」と規定する。 

エ × 
204 条１項は、「検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮

捕状により逮捕された被疑者（前条の規定により送致された被疑者を除

く。）を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任するこ

とができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料す
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るときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者

が身体を拘束された時から 48 時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しな

ければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留

の請求をすることを要しない」と規定する。 

オ × 
208 条１項は、「第 207 条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾

留の請求をした日から 10 日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直

ちに被疑者を釈放しなければならない」と規定する。 

なお、208 条２項は、「裁判官は、やむを得ない事由があると認めるとき

は、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間

の延長は、通じて 10 日を超えることができない」と規定する。 

  

 




